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令和７年度第６回岐阜県事業評価監視委員会の審議結果について 
 
県では、公共事業の効率的な執行及び実施過程について、透明性の一層の向上を図るため、

学識経験者をはじめ、経済界の代表者や一般公募による県民の代表者などで構成する 
「岐阜県事業評価監視委員会」を設置し審議しています。 

２月４日（水）に開催した標記委員会における審議結果を下記のとおりお知らせします。 
 

記 
 

１ 審議結果 

（１）再評価実施箇所の審議 

事業区分 事業名 箇所名（地区名） 事業主体 審議結果 

農業農村

整備事業 

県営基幹農道 

整備事業 
高鷲
た か す

北部
ほ く ぶ

 
県 

（農地整備課） 

事業主体の対応方針(案)「継続」

を了承する。 

 

（２）事後評価実施箇所の審議 

事業区分 事業名 箇所名（地区名） 事業主体 審議結果 

治山事業 復旧治山事業 平田
ひ ら た

 
県 

（森林保全課） 

事業主体の対応方針(案) 

を了承する。 

砂防事業 通常砂防事業 岡
おか

前谷
まえだに

 
県 

（砂防課） 

事業主体の対応方針(案) 

を了承する。 

街路事業 街路事業 
都市計画道路 

長良
な が ら

糸貫
いとぬき

線（正木
ま さ き

工区） 

県 

（都市整備課） 

事業主体の対応方針(案) 

を了承する。 

道路事業 道路改築事業 

一般県道 

本 庄
ほんじょう

揖斐川
い び が わ

線 

福島
ふくしま

・長良
な が ら

工区 

県 

（道路建設課） 

一部資料の文言の修正、特に対応方

針(案)における「国道３０３号の渋滞

緩和効果」の部分を「国道３０３号に

おける交通量分配効果」と修正するこ

とを条件に事業主体の対応方針(案)

を了承する。 
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担 当 課 担 当 係 担 当 者 電話番号 

技術検査課 
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ＦＡＸ 058-278-2734 建設技術係 小島 



 

（３）社会資本総合整備計画評価の審議 

整備計画の名称 評価の種類 計画策定主体 審議結果 

人・モノの交流拡大につながる活力ある

岐阜県づくり 
事後評価 

県 

（道路建設課） 

計画策定主体の対応方針(案) 

を了承する。 

県民が安全・安心に暮らせる道路環境の

整備 
事後評価 

県 

（道路維持課） 

計画策定主体の対応方針(案) 

を了承する。 

通学路交通安全プログラム等に基づく 

対策必要箇所の重点整備（防災・安全） 
事後評価 

県 

（道路維持課） 

計画策定主体の対応方針(案) 

を了承する。 

木曽川右岸流域における水循環のみちの

実現（防災・安全）（重点計画） 
事後評価 

県 

（下水道課） 

計画策定主体の対応方針(案) 

を了承する。 

 

２ 公  表 
※議事要旨は後日ホームページ（下記ＵＲＬ）で公開します。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/441901.html 
（「令和７年度岐阜県事業評価監視委員会」     ） 検索 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/441901.html

